
 

 

甲 第 １３８ 号 議 案 

   岡山市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市市税条例の一部を改正する条例 

 岡山市市税条例（昭和２５年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第２４条の８第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかつた金額のうち法

第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え，「の同項」を

「の前項」に，「若しくは市民税に充当し」を「，個人の市民税若しくは森林環境税を納

付し，若しくは納入し」に，「に充当する」を「を納付し，若しくは納入する」に改める。 

第２６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め，同項を同条第６項とし，同

条第４項中「第２項」を「第３項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項中「前２

項」を「第１項及び前項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項中「前項」を「第

１項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由して提

出する場合において，当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支

払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書（そ

の者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提

出した場合には，当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項

と異動がないときは，給与所得者は，施行規則で定めるところにより，前項又は法第３

１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載し

た前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第２７条の２第１項中「よつて，」を「より」に改め，同条に次の１項を加える。 



 

 

３ 森林環境税は，当該個人の市民税の均等割と併せて賦課徴収する。 

第２９条の３第１項中「よつて」を「より」に，「においては」を「には」に改め，

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５

項において同じ。）」を加え，同条第２項中「においては」を「には」に，「よつて」を

「より」に改め，同条第３項中「よつて」を「より」に改め，同条第５項中「当該給与所

得者が，」を「，当該給与所得者が」に，「よつて」及び「よつて，」を「より」に改め，

同条第６項中「よつて」を「より」に改める。 

第２９条の７第１項中「よつて」及び「よつて，」を「より」に，「においては」を

「には」に，「，到来する」を「到来する」に，「，それぞれの」を「それぞれの」に改

め，同条第２項中「前条の規定によつて」を「前条の規定により」に改め，「特別徴収義

務者から」の次に「市に」を加え，「においては」を「には」に，「法第１７条の規定に

よつて，」を「，法第１７条の規定により」に，「第１７条の２の規定によつて」を「第

１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして，同条第３

項，第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし，当該市町村徴収金関係過

誤納金により」に，「に充当する」を「を納付し，又は納入することを委託したものとみ

なす」に改める。 

第２９条の７の２第１項中「よつて」を「より」に，「においては」を「には」に改め，

「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

条及び第２９条の７の５において同じ。）」を加え，同条第２項中「よつて」を「より」

に改める。 

第２９条の７の６第１項中「よつて」を「より」に，「においては」を「には」に改め，

同条第２項中「方法によつて」を「方法により」に，「においては」を「には」に，「法

第１７条の規定によつて，」を「，法第１７条の規定により」に，「第１７条の２の規定

によつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみ

なして，同条第３項，第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし，当該市

町村徴収金関係過誤納金により」に，「に充当する」を「を納付し，又は納入することを

委託したものとみなす」に改める。 

附則第１７条の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める。 



 

 

附則第１７条の３第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和６年１月１日から施行する。ただし，第２６条の３の２の改正

規定及び次条第２項の規定は，令和７年１月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の岡山市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関

する部分は，令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和５年度分

までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

２ 新条例第２６条の３の２第２項の規定は，令和７年１月１日以後に支払を受けるべき

岡山市市税条例第２６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において「給与」

という。）について提出する同項の規定による申告書について適用し，同日前に支払を

受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については，なお従前の例に

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１７条の３第３項の規定は，令和６年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割について適用し，令和５年度分までの軽自動車税の種別割については，なお従

前の例による。 

２ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は，この条例の施行の日以後に取得された３輪

以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し，同日前に取

得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については，なお

従前の例による。 

 

 

提案理由 

地方税法の一部改正等に伴い，森林環境税の導入に伴う徴収方法等を規定する等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １３９ 号 議 案 

   岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例 

 岡山市コミュニティハウス条例（昭和５０年市条例第６３号）の一部を次のように改正

する。 

 別表岡山市大宮コミュニティハウスの項中「大宮学区コミュニティ協議会」を「大宮地

区コミュニティ協議会」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 コミュニティ住民組織の名称変更に伴い，指定管理者の名称を変更するため，本条例の

一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １４０ 号 議 案 

岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

岡山市ふれあいセンター条例（平成５年市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第４第１項の表中「１ 岡山ふれあいセンター」を「岡山ふれあいセンター」に

改め，同表第２項の表及び第３項の表を削る。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

西大寺ふれあいセンター及び北ふれあいセンターの軽食・喫茶スペースを廃止するため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 １４１ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第９条の３中「及び第１６条の３」を「，第１６条の３及び第１６条の４」に改め，同

条第２号エ中「及び第７２条の３の２第１項」を「，第７２条の３の２第１項及び第７２

条の３の３第１項」に，「及び国民健康保険保険給付費等交付金」を「並びに国民健康保

険保険給付費等交付金」に改める。 

第１１条第１項中「第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「第３５条の２の６第

８項又は第１１項」に，「第３５条の２の６第１５項」を「第３５条の２の６第１１項」

に改める。 

第１２条の７中「及び第１６条の３」を「，第１６条の３及び第１６条の４」に改め，

同条第２号イ中「及び第７２条の３の２第１項」を「，第７２条の３の２第１項及び第７

２条の３の３第１項」に改める。 

第１２条の１６中「第１６条」の次に「及び第１６条の４」を加え，同条第２号イ中

「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の３第１項」を加える。 

第１５条第１項中「国民健康保険法施行令」を「法施行令」に改める。 

第１６条第１項第１号中「第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「第３５条の２

の６第８項又は第１１項」に，「第３５条の２の６第１５項」を「第３５条の２の６第１

１項」に改める。 

第１６条の３第１項及び第４項第１号中「保険料額」を「保険料率」に改め，同条の次



に次の１条を加える。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第１６条の４ 当該年度において，世帯に出産被保険者（法施行令第２９条の７第５項第

８号の出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，第１０条又は第１２条の２の基礎賦

課額から，次に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０

００円を超える場合には，６５０，０００円）とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

 (1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に，当該出産被保険者の

出産の予定日（法施行規則第３２条の１０の２で定める場合には，出産の日。第２３

条の３第１項及び第２項において同じ。）の属する月（以下この号において「出産予

定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には，３月前）から出産予定月の翌々月ま

での期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

 (2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２分の１を乗じて得た額

に，当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

２ 第１２条第２項及び第３項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，同条第２項及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み

替えるものとする。 

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と，「第１０

条又は第１２条の２」とあるのは「第１２条の８又は第１２条の１１」と，「６５０，

０００円」とあるのは「２２０，０００円」と，第２項中「第１２条」とあるのは「第

１２条の１０」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第１０条又は

第１２条の２」とあるのは「第１２条の１７」と，「６５０，０００円」とあるのは

「１７０，０００円」と，第２項中「第１２条」とあるのは「第１２条の１９」と読み



替えるものとする。 

５ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する

保険料の賦課額のうち基礎賦課額は，当該減額後の第１０条又は第１２条の２の基礎賦

課額から，次に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０

００円を超える場合には，６５０，０００円）とする。 

 (1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に，当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当該保険料率に第１６

条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た

額を控除して得た額に１２分の１を乗じて得た額に，当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

６ 第１２条第２項及び第３項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，同条第２項及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み

替えるものとする。 

７ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と，「第１０ 

条又は第１２条の２」とあるのは「第１２条の８又は第１２条の１１」と，「６５０，

０００円」とあるのは「２２０，０００円」と，第６項中「第１２条」とあるのは「第

１２条の１０」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第１０条又は

第１２条の２」とあるのは「第１２条の１７」と，「６５０，０００円」とあるのは

「１７０，０００円」と，第６項中「第１２条」とあるのは「第１２条の１９」と読み

替えるものとする。 

第２３条の２第１項中「市長に届け出」を「記載した届書を市長に提出し」に改め，同

項第１号中「氏名」を「世帯主の氏名」に改め，同条第２項中「に規定する届出」を「の



規定による届出」に，「に規定する雇用保険受給資格者証」を「の雇用保険受給資格者証

又は同令第１９条第３項の雇用保険受給資格通知」に改め，同条の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２３条の３ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は，次に掲げる事項を記載した届書を

市長に提出しなければならない。 

 (1) 世帯主の氏名，住所，生年月日及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下同じ。） 

 (2) 出産被保険者の氏名，住所，生年月日及び個人番号 

 (3) 出産の予定日 

 (4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

２ 前項の届書には，次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

(2) 多胎妊娠の場合にあつては，その旨を明らかにすることができる書類 

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては，出産した被保険者と当該出

産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は，出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことがで

きる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，市長が出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び

第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは，

第１項の規定による届出を省略させることができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年１月１日から施行する。ただし，第２３条の２の改正規定は，

公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１６条の４の規定は，令和５年度分の国民健康保険の保険

料のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の当該保険料



について適用し，令和５年度分の当該保険料のうち令和５年１２月以前の期間に係るも

の及び令和４年度分までの当該保険料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い，産前産後期間における国民健康保険料の減

額措置を講ずる等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １４２ 号 議 案 

岡山市子ども医療費給付条例等の一部を改正する条例の制定について 

岡山市子ども医療費給付条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市子ども医療費給付条例等の一部を改正する条例 

（岡山市子ども医療費給付条例の一部改正） 

第１条 岡山市子ども医療費給付条例（昭和４８年市条例第４７号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第３号中「除く」の次に「。次項において同じ」を加え，同条に次の１項を加

える。 

２ 前項第３号の規定にかかわらず，生徒等である受給資格者が次の各号に掲げる医療

支援又は医療を受けた場合であつて，当該受給資格者又はその保護者が当該医療支援

又は医療に要した費用について当該各号に掲げる医療費を受給したときは，この条例

により給付する医療費の額は，当該医療支援又は医療に係る自己負担額とする。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の２第１項の指定小児慢性特

定疾病医療支援 同項の小児慢性特定疾病医療費 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５８条第１項の指定自立支援医療 同項の自立支援医療費 

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条第１

項の指定特定医療 同項の特定医療費 

第５条中「第３条に規定する」を削る。 

第６条中「第４条各号」を「第４条第１項各号」に改める。 

（岡山市心身障害者医療費給付条例の一部改正） 



第２条 岡山市心身障害者医療費給付条例（昭和４７年市条例第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項中「負担することとなる費用」を「負担することとなる費用の額」に，

「控除する」を「控除した額をいう。以下「自己負担額」という」に改め，同条中第２

項及び第３項を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，１２歳に達した日以後の最初の３月３１日の翌日から１

８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある受給資格者が次の各号に掲げ

る医療支援又は医療を受けた場合であつて，当該受給資格者又はその保護者（岡山市

子ども医療費給付条例（昭和４８年市条例第４７号）第２条第２項の保護者をい

う。）が当該医療支援又は医療に要した費用について当該各号に掲げる医療費を受給

したときは，この条例により給付する医療費の額は，当該医療支援又は医療に係る自

己負担額とする。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の２第１項の指定小児慢性特

定疾病医療支援 同項の小児慢性特定疾病医療費 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５８条第１項の指定自立支援医療 同項の自立支援医療費  

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条第１

項の指定特定医療 同項の特定医療費 

第４条の次に次の１条を加える。 

（医療費算定の特例） 

第４条の２ 受給資格者及び他の被保険者等の療養に係る額を合算して高額療養費が支

給されることとなる場合における受給資格者が被保険者等として負担することとなる

費用は，医療保険各法（第２条第１項第１号から第６号までに掲げるものに限る。以

下この項及び第１０条第２項において同じ。）の規定にかかわらず，当該受給資格者

以外の被保険者等の療養に係る額を除き，医療保険各法の高額療養費の算定の例によ

るものとする。 

２ 前条第１項の規定にかかわらず，市長は，規則に定める特別の理由により，一部負

担金を支払うことが困難であると認められる者に対し，同項の適用について，一部負



担金相当額の全部又は一部を控除しないことができる。 

（岡山市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部改正） 

第３条 岡山市ひとり親家庭等医療費給付条例（昭和５２年市条例第５０号）の一部を次

のように改正する。 

第４条第１項中「負担することとなる費用」を「負担することとなる費用の額」に，

「控除する」を「控除した額をいう。以下「自己負担額」という」に改め，同条中第２

項及び第３項を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，１２歳に達した日以後の最初の３月３１日の翌日から１

８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある受給資格者が次の各号に掲げ

る医療支援又は医療を受けた場合であつて，当該受給資格者又はその保護者（岡山市

子ども医療費給付条例（昭和４８年市条例第４７号）第２条第２項の保護者をい

う。）が当該医療支援又は医療に要した費用について当該各号に掲げる医療費を受給

したときは，この条例により給付する医療費の額は，当該医療支援又は医療に係る自

己負担額とする。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の２第１項の指定小児慢性特

定疾病医療支援 同項の小児慢性特定疾病医療費 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５８条第１項の指定自立支援医療 同項の自立支援医療費  

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条第１

項の指定特定医療 同項の特定医療費 

第４条の次に次の１条を加える。  

（医療費算定の特例） 

第４条の２ 受給資格者及び他の被保険者等の療養に係る額を合算して高額療養費が支

給されることとなる場合における受給資格者が被保険者等として負担することとなる

費用は，医療保険各法（第２条第１項第１号から第６号までに掲げるものに限る。以

下この項及び第９条第２項において同じ。）の規定にかかわらず，当該受給資格者以

外の被保険者等の療養に係る額を除き，医療保険各法の高額療養費の算定の例による

ものとする。 



２ 前条第１項の規定にかかわらず，市長は，規則に定める特別の理由により，一部負

担金を支払うことが困難であると認められる者に対し，同項の適用について，一部負

担金相当額の全部又は一部を控除しないことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の岡山市子ども医療費給付条例，第２条の規定による改正

後の岡山市心身障害者医療費給付条例及び第３条の規定による改正後の岡山市ひとり親

家庭等医療費給付条例の規定は，この条例の施行の日以後に療養を受けた者から適用す

る。 

 

 

提案理由 

 子ども医療費，心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格者であ

る中学生，高校生等の小児慢性特定疾病医療支援，自立支援医療及び指定難病に係る医療

の通院医療費の自己負担額を無料にするため，関係条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 １４３ 号 議 案 

岡山市保健衛生関係事務手数料条例及び岡山市旅館業法施行条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市保健衛生関係事務手数料条例及び岡山市旅館業法施行条例の一部を改正する条例   

を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市保健衛生関係事務手数料条例及び岡山市旅館業法施行条例の一部を改

正する条例 

 （岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部改正） 

第１条 岡山市保健衛生関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第４号イ中「又は第３条の３第１項」を「，第３条の３第１項又は第３条の４

第１項」に改める。 

 （岡山市旅館業法施行条例の一部改正） 

第２条 岡山市旅館業法施行条例（平成１２年市条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

  第４条及び第５条中「及び第３条の３第３項」を「，第３条の３第２項及び第３条の

４第３項」に改める。 

  第７条中「第５条第３号」を「第５条第１項第４号」に改める。 

   附 則 

 この条例は，この条例の公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環

境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行

の日のいずれか遅い日から施行する。 



 

 

提案理由 

旅館業法の一部改正に伴い，旅館業の譲渡及び譲受けの承認の申請に対する審査に係る

手数料を定める等のため，関係条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １４４ 号 議 案 

   岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年市条例第８５号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条及び第４条を次のように改める。 

 （市の責務） 

第３条 市は，法第４条第１項の規定により，法第７条第１項の空家等対策計画の作成及

びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に

講ずるものとする。 

 （空家等の所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は，法第５条の規定により，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう，空家等の適切な管理を行わなければならない。 

 第６条中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

 第８条の次に次の２条を加える。 

 （管理不全空家等の認定基準） 

第８条の２ 市長は，法第１３条第１項の管理不全空家等と認めるに当たっての基準（以

下「管理不全空家等認定基準」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は，管理不全空家等認定基準を定め，又はこれを改訂したときは，遅滞なく，こ



れを公表しなければならない。 

 （管理不全空家等に対する措置） 

第８条の３ 市長は，管理不全空家等の所有者等に対し，法第１３条の規定により管理不

全空家等に対する措置を講ずるに際しては，当該管理不全空家等が現にもたらしている，

又はそのまま放置した場合に予見される周辺の建築物，通行人等に対する悪影響の有無，

程度及び切迫性を勘案して総合的に判断するものとする。 

 第９条中「第１３条」を「第１５条」に改める。 

 第１０条中「認定基準」を「特定空家等認定基準」に改める。 

第１１条第１項中「第１４条」を「第２２条」に改め，同条第２項中「第１４条第２

項」を「第２２条第２項」に改める。 

 第１６条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，この条例の公布の日又は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改

正する法律（令和５年法律第５０号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 

提案理由 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い，管理不全空家等の認定基準に

関し必要な事項を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １４５ 号 議 案 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営住宅条例（平成９年市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第７号中「又は既存入居者」を「，既存入居者」に改め，「なったこと」の次に

「又は既存入居者若しくは同居者が岡山市犯罪被害者等基本条例（平成２２年市条例第５

６号）第２条第２号に規定する犯罪被害者等（以下「犯罪被害者等」という。）に該当し，

当該公営住宅に居住し続けることが困難となったこと」を加える。 

第５条第１項中「条件を」を「条件のいずれをも」に改め，同項第３号に次のただし書

を加える。 

ただし，次のアからエまでのうち，２以上の場合に該当するときは，当該場合に応じ

た金額のうち，最も高い金額を超えないこと。 

第５条第１項第３号イ中「又は１８歳未満」を削り，同号ウ中「満６歳」を「１８歳」

に，「２１４，０００円」を「２５９，０００円」に改め，同条第３項第４号中「岡山市

犯罪被害者等基本条例（平成２２年市条例第５６号）第２条第２号に規定する」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 第５条第１項第３号イの改正規定及び同号ウの改正規定（「満６歳」を「１８歳」

に改める部分に限る。） 令和５年１２月１日 



(2) 第５条第１項第３号ウの改正規定（「２１４，０００円」を「２５９，０００円」

に改める部分に限る。） 令和６年４月１日 

（準備行為） 

２ 改正後の岡山市営住宅条例（以下「新条例」という。）第５条第１項第３号ウの規定

（「満６歳」を「１８歳」に改める部分に限る。）に係る家賃の決定に関し必要な手続

その他の行為は，令和５年１２月１日前においても，新条例の規定の例によりすること

ができる。 

３ 新条例第５条第１項第３号ウの規定（「２１４，０００円」を「２５９，０００円」

に改める部分に限る。）に係る家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は，令和６年

４月１日前においても，新条例の規定の例によりすることができる。 

 

 

提案理由 

 子育て世帯の入居者資格の要件を緩和する等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 

 



甲 第 １４６ 号 議 案   

   岡山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ５ 年 ９ 月 ４ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市火災予防条例の一部を改正する条例 

岡山市火災予防条例（昭和３７年市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあつては，」を削る。 

第１２条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。 

第１４条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワ

ット時を超え２０キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼

防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同

じ。）は，地震等により容易に転倒し，亀裂し，又は破損しない構造とすること。この

場合において，開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては，その電槽は，耐酸性の床上又

は台上に設けなければならない。 

第１４条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電

気事業者用のもの，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定

めるもの並びに消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式

のものを除く。）にあつては，建築物から３メートル以上の距離を保たなければならな

い。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは，

この限りでない。 

第１４条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１２条の２第１項第４号」に改め



る。 

第５４条第１項第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以

下のものを除く。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備，変電設備，内燃機関を原

動力とする発電設備及びこの条例による改正後の岡山市火災予防条例（以下「新条例」

という。）第１４条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げるものを除く。）

（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工事中である

燃料電池発電設備等のうち，新条例第１２条第１項第３号の２（新条例第８条の３第１

項及び第３項，第１２条第３項，第１３条第２項及び第３項並びに第１４条第２項及び

第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについては，この規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている新条例第１４条第１

項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち，新条例第１４条第１項

の規定に適合しないものについては，この規定にかかわらず，なお従前の例による。 

４ 新条例第１４条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，

この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して２年

を経過する日までの間に設置されたもので，同条の規定に適合しないものについては，

当該規定は，適用しない。 

 

 

提案理由 

 対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い，蓄電池設備の位置，構造及び管理に関す

る基準を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 


